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�愛媛県告示第５９０号
自衛隊法施行令（昭和２９年政令第１７９号）第１１４条及び第１１８条の

規定に基づき、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の自衛官候

補生の募集期間を次のとおり告示する。

平成２８年５月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 男子（平成２８年度８・９月採用分）

平成２８年５月２７日（金）から

６月１０日（金）まで

�愛媛県告示第５９１号
自衛隊法施行令（昭和２９年政令第１７９号）第１１７条第１項及び第１１８条の規定に基づき、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の自衛官

候補生の採用試験の試験期日、試験場の位置及び名称並びに担当区域を次のとおり定める。

平成２８年５月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

発 行 愛 媛 県

� 目 次 �
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○ 土地改良区役員の住所の変更の届出………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…４１６
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○ 包括外部監査人の監査の事務を補助する者等の告示………………………………………………………………………………………………（監査事務局）…４１９

教育委員会公告

○ 平成２９年度愛媛県公立学校教員採用選考試験の実施………………………………………………………………………………………………（義務教育課）…４２０
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�愛媛県告示第５９３号
肥料取締法（昭和２５年法律第１２７号）第７条の規定に基づき、次

のとおり肥料の登録をした。

平成２８年５月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第５９４号
愛媛県漁業調整規則（昭和４３年愛媛県規則第２２号）第８条第２項

（同規則第２１条第３項において準用する場合を含む。）の規定に基

づき、宇和海を操業区域とする中型まき網漁業の許可又は起業の認

可を申請すべき期間を次のように定める。

平成２８年５月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

許可又は起業の認可を申請すべき期間

平成２８年５月２０日から６月２日まで

�������
�愛媛県告示第５９５号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第５９条第１項の規定に基づ

き、次のように都市計画事業を認可した。

平成２８年５月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 施行者の名称

大洲市

２ 都市計画事業の種類及び名称

大洲都市計画道路事業

３・４・９号 若宮東大洲線

３・６・１号 大洲徳森線

３ 事業施行期間

平成２８年５月２０日から

平成３４年３月３１日まで

４ 事業地

� 収用の部分

愛媛県大洲市田口、若宮及び東大洲

� 使用の部分

なし
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�愛媛県告示第５９６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

西条市禎瑞上部土地改良区から次のとおり役員が退任した旨の届出

があった。

平成２８年５月２０日

愛媛県東予地方局長 菅 豊 正

退 任

�������
�愛媛県告示第５９７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

西条市神拝土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した

旨の届出があった。

平成２８年５月２０日

愛媛県東予地方局長 菅 豊 正

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第５９８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

新居浜市洪水土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

平成２８年５月２０日

愛媛県東予地方局長 菅 豊 正

就 任

�愛媛県告示第５９２号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自

立支援医療機関を指定した。

平成２８年５月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

指定訪問看護事業者等 訪問看護ステーション 担当しようとする
医療の種類 指定年月日

名 称 主たる事務所の所在地 名 称 所 在 地

医療法人青峰会 八幡浜市五反田１番耕地１０４６
番地１ チヨダ訪問看護ステーション 八幡浜市１４９０番地２ 精神通院医療 平成２８年

４月１日

登録年
月日

登録
番号

肥料の
種類

肥料の
名称

保証成
分量
（％）

その他
の規格

生産業者の氏
名又は名称及
び住所

平成２８
年５月
１１日

愛媛県
第１２８７
号

魚かす
粉末

南海魚
粕粉末
７８０

窒素全
量７．０
りん酸
全量
８．０

該当無
し

南海物産株式会
社
愛媛県松山市古
三津２丁目２０番
３８号

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 石 川 安 政 西条市禎瑞３２１番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 田 坂 広 志 西条市喜多川５２７

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 田 坂 徹 西条市喜多川４７６

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 小 野 光 廣 新居浜市吉岡町１３番３２号

〃 石 川 雄 三 新居浜市宮原町８番３４号

〃 � 橋 征 三 新居浜市星原町１３番１６号

愛 媛 県 報平成２８年５月２０日 第２７７４号

４１２
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退 任
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�愛媛県告示第５９９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

新居浜市岸之下土地改良区の定款の変更を認可した。

平成２８年５月２０日

愛媛県東予地方局長 菅 豊 正

�������
�愛媛県告示第６００号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

西条市楠河土地改良区の定款の変更を認可した。

平成２８年５月２０日

愛媛県東予地方局長 菅 豊 正

�愛媛県告示第６０１号
児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の５の３第１項の規定により、次のとおり指定障害児通所支援事業者を指定した。

平成２８年５月２０日

愛媛県中予地方局長 藤 井 晃 一

�愛媛県告示第６０２号
児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２４条の２第１項の規定により、次のとおり指定障害児入所施設を指定した。

平成２８年５月２０日

愛媛県中予地方局長 藤 井 晃 一

〃 � 橋 敬 雄 新居浜市外山町９番４４号

〃 西 原 力 新居浜市本郷一丁目８番４１号

〃 眞 鍋 正 幸 新居浜市中村一丁目６番３６号

〃 神 野 哲 彰 新居浜市政枝町一丁目１０番２号

〃 加 藤 良 一 新居浜市�保田町一丁目３番２６号

〃 宮 � 和 郎 新居浜市徳常町９番２９号

〃 � 橋 一 博 新居浜市西町３番９号

監 事 大 澤 眞 一 新居浜市土橋一丁目８番４号

〃 鈴 木 邦 宣 新居浜市星原町９番１１号

〃 飯 塚 信 也 新居浜市政枝町一丁目５番１号

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 小 野 光 廣 新居浜市吉岡町１３番３２号

〃 石 川 雄 三 新居浜市宮原町８番３４号

〃 � 橋 征 三 新居浜市星原町１３番１６号

〃 � 橋 敬 雄 新居浜市外山町９番４４号

〃 西 原 力 新居浜市本郷一丁目８番４１号

〃 眞 鍋 正 幸 新居浜市中村一丁目６番３６号

〃 神 野 哲 彰 新居浜市政枝町一丁目１０番２号

〃 加 藤 良 一 新居浜市�保田町一丁目３番２６号

〃 宮 � 和 郎 新居浜市徳常町９番２９号

〃 � 橋 一 博 新居浜市西町３番９号

監 事 白 石 徹 新居浜市北内町一丁目１２番１８号

〃 大 澤 眞 一 新居浜市土橋一丁目８番４号

〃 鈴 木 邦 宣 新居浜市星原町９番１１号

事業者番号
指 定 障 害 児 通 所 支 援 事 業 者

指定障害児通
所支援の種類

指 定 障 害 児 通 所 支 援 事 業 所
指 定
年 月 日

氏名又は名称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８５０１００７１４ 株式会社エイトカンパ
ニー

愛媛県松山市高浜町１
丁目乙６０番地１４７ 仲 矢 記代子 放課後等デイ

サービス まりも 愛媛県松山市高浜町１
丁目乙６０番地３４６

平成２８年
４月１日

３８５０１００７２２ 株式会社中川 愛媛県松山市南�米町
乙２４番地１２８ 中 川 孝 志 児童発達支援 親子通園 みのり 愛媛県松山市余戸中３

丁目１０番３５号
平成２８年
４月１日

３８５０１００７２２ 株式会社中川 愛媛県松山市南�米町
乙２４番地１２８ 中 川 孝 志 放課後等デイ

サービス 親子通園 みのり 愛媛県松山市余戸中３
丁目１０番３５号

平成２８年
４月１日

３８５１００００４６ 社会福祉法人くじら 長崎県大村市富の原１
丁目１１１３－１ 田 � 耕太郎 放課後等デイ

サービス
放課後等デイサービス
くじら

愛媛県伊予市米湊２３７
－１

平成２８年
４月１日

３８５０１００７３０ 社会福祉法人宗友福祉
会

愛媛県松山市中野町甲
６４０番地 丹生谷 宗 � 児童発達支援 児童発達支援センター

天使園
愛媛県松山市中野町甲
８００番地

平成２８年
４月１日

３８５０１００７４８ 一般社団法人こころね
愛媛県松山市道後町２
丁目３－４道後の杜ビ
ル３Ｆ

飛 田 美 樹 児童発達支援 チャイルドハート松山 愛媛県松山市余戸東２
丁目７－１３

平成２８年
４月１日

３８５０１００７４８ 一般社団法人こころね
愛媛県松山市道後町２
丁目３－４道後の杜ビ
ル３Ｆ

飛 田 美 樹 放課後等デイ
サービス チャイルドハート松山 愛媛県松山市余戸東２

丁目７－１３
平成２８年
４月１日

３８５０１００１７７
社会福祉法人恩賜財団
済生会支部愛媛県済生
会

愛媛県松山市山西町９９
７番地１ 岡 田 武 志 放課後等デイ

サービス
済生会なでしこハウス
三津

愛媛県松山市住吉町２
丁目６－８

平成２８年
４月１日

３８５０１００１７７
社会福祉法人恩賜財団
済生会支部愛媛県済生
会

愛媛県松山市山西町９９
７番地１ 岡 田 武 志 保育所等訪問 済生会なでしこハウス

三津
愛媛県松山市住吉町２
丁目６－８

平成２８年
４月１日

愛 媛 県 報平成２８年５月２０日 第２７７４号

４１３
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�愛媛県告示第６０３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

東温市見奈良土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

平成２８年５月２０日

愛媛県中予地方局長 藤 井 晃 一

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第６０４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

東温市田窪土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した

旨の届出があった。

平成２８年５月２０日

愛媛県中予地方局長 藤 井 晃 一

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第６０５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

東温市牛渕下井手土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退

任した旨の届出があった。

平成２８年５月２０日

愛媛県中予地方局長 藤 井 晃 一

就 任

事業者番号
指 定 障 害 児 入 所 施 設 の 設 置 者

福祉型又は
医療型の別

指 定 障 害 児 入 所 施 設
指 定
年 月 日

名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８５０１００７３０ 社会福祉法人宗友福祉
会

愛媛県松山市中野町甲
６４０番地 丹生谷 宗 � 福祉型 福祉型障害児入所施設

天使園
愛媛県松山市中野町甲
８００番地

平成２８年
４月１日

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 池 川 和 裕 東温市見奈良３３６番地１

〃 池 川 幸 介 東温市見奈良４５５番地

〃 池 川 忠 徳 東温市見奈良２６０番地

〃 佐 伯 正 夫 東温市見奈良３５５番地５

〃 高 木 憲 治 東温市見奈良３９１番地

〃 林 茂 東温市見奈良１０３９番地

〃 池 川 孝 文 東温市見奈良５１８番地６

〃 山 内 政 之 東温市見奈良９８９番地１

〃 池 川 義 晴 東温市見奈良１０１６番地

監 事 佐 伯 義 明 東温市見奈良３５５番地２

〃 越 智 文 明 東温市見奈良１０２３番地３

〃 池 川 尊 徳 東温市見奈良１００６番地１

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 池 川 和 裕 東温市見奈良３３６番地１

〃 山 内 政 之 東温市見奈良９８９番地１

〃 林 茂 東温市見奈良１０３９番地

〃 池 川 義 晴 東温市見奈良１０１６番地

〃 池 川 幸 介 東温市見奈良４５５番地

〃 池 川 孝 文 東温市見奈良５１８番地６

〃 池 川 進 東温市見奈良１０１２番地

〃 佐 伯 正 夫 東温市見奈良３５５番地５

〃 池 川 尊 徳 東温市見奈良１００６番地１

監 事 池 川 武 臣 東温市見奈良９７４番地１

〃 池 川 勝 司 東温市見奈良３５４番地１

〃 池 川 伸 良 東温市見奈良５６６番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 玉乃井 進 東温市田窪１４９１番地

〃 大 西 忠 雄 東温市田窪１４４８番地３

〃 海 稲 旦 城 東温市田窪１７０７番地

〃 渡 部 定 保 東温市田窪１６１０番地

〃 蟹 江 輝 夫 東温市田窪１６１７番地

〃 水 田 孝 義 東温市田窪１１７１番地２

〃 山 内 和 弘 東温市田窪１３２１番地

〃 平 岡 隆 由 東温市田窪１５８９番地

〃 窪 正 博 東温市田窪９６３番地

〃 小 山 啓 二 東温市田窪１２０８番地

〃 小 野 政 廣 東温市田窪３７４番地

監 事 伊 藤 順 一 東温市田窪１４６番地３

〃 東 武 則 東温市田窪１３８６番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 玉乃井 進 東温市田窪１４９１番地

〃 大 西 忠 雄 東温市田窪１４４８番地３

〃 水 田 孝 義 東温市田窪１１７１番地２

〃 海 稲 旦 城 東温市田窪１７０７番地

〃 渡 部 逸 男 東温市田窪１２１８番地

〃 高須賀 建 二 東温市田窪１１８６番地

〃 蟹 江 輝 夫 東温市田窪１６１７番地

〃 渡 部 定 保 東温市田窪１６１０番地

〃 渡 部 清 志 東温市田窪１５５０番地

〃 大 西 安 弘 東温市田窪１２９６番地

〃 窪 正 博 東温市田窪９６３番地

監 事 東 武 則 東温市田窪１３８６番地

〃 伊 藤 順 一 東温市田窪１４６番地３

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 小 山 澄 男 東温市牛渕７９７番地

〃 前 島 義 之 東温市牛渕７０３番地

〃 露 口 真 人 東温市牛渕１０２３番地

〃 �須賀 隆 利 東温市牛渕８４２番地３

〃 渡 部 光 一 東温市牛渕１０６２番地４

愛 媛 県 報平成２８年５月２０日 第２７７４号
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退 任
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�愛媛県告示第６０６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

東温市下林上土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

平成２８年５月２０日

愛媛県中予地方局長 藤 井 晃 一

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第６０７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

東温市上林土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した

旨の届出があった。

平成２８年５月２０日

愛媛県中予地方局長 藤 井 晃 一

就 任

退 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 小 山 澄 男 東温市牛渕７９７番地

〃 前 島 義 之 東温市牛渕７０３番地

〃 由 井 � 好 東温市牛渕７３３番地

〃 �須賀 隆 利 東温市牛渕８４２番地３

〃 渡 部 光 一 東温市牛渕１０６２番地４

〃 大 西 賢 東温市牛渕６９５番地３

〃 大 島 春 樹 東温市牛渕８０５番地

〃 日 野 治 男 東温市牛渕７３４番地

〃 八 木 宏 憲 東温市牛渕７７３番地

監 事 葛 原 勲 東温市牛渕１３１番地３

〃 八 木 伸 泰 東温市牛渕１０９７番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 森 巧 東温市下林甲２４３番地

〃 井 本 修 東温市下林甲８７７番地

〃 越 智 正 明 東温市下林甲１２７１番地２

〃 丹生谷 昌 昭 東温市下林甲５５４番地１

〃 松 下 慶 三 東温市下林甲８６２番地

〃 森 司 東温市下林甲５６番地１

〃 越 智 清 重 東温市下林甲１２７０番地

〃 高須賀 正 人 東温市下林甲１３４２番地

〃 野 中 秀 宣 東温市下林甲１４５３番地

〃 丹生谷 和 敬 東温市下林甲９９４番地３

〃 白 石 盛 清 東温市下林甲７５９番地１

監 事 山 内 茂 東温市下林甲６６３番地１

〃 越 智 昭 夫 東温市下林甲１００７番地１

〃 大 西 賢 東温市牛渕６９５番地３

〃 大 島 春 樹 東温市牛渕８０５番地

〃 日 野 治 男 東温市牛渕７３４番地

〃 八 木 宏 憲 東温市牛渕７７３番地

監 事 由 井 � 好 東温市牛渕７３３番地

〃 八 木 伸 泰 東温市牛渕１０９７番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 白 石 盛 重 東温市下林甲１０２１番地１

〃 丹生谷 眞 治 東温市下林甲１２７番地２

〃 松 下 慶 三 東温市下林甲８６２番地

〃 丹生谷 昌 昭 東温市下林甲５５４番地１

〃 森 巧 東温市下林甲２４３番地

〃 丹生谷 政 義 東温市下林甲５５３番地

〃 丹生谷 文 章 東温市下林甲１２７２番地２

〃 松 本 重 徳 東温市下林甲１４２５番地５

〃 松 本 勝 東温市下林甲１１５２番地２

〃 丹生谷 正 彦 東温市下林甲９８５番地

〃 井 本 修 東温市下林甲８７７番地

監 事 越 智 昭 夫 東温市下林甲１００７番地１

〃 山 内 茂 東温市下林甲６６３番地１

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 山 内 敏 雄 松山市東方町甲１４８０番地６

〃 塩 見 十起雄 東温市上林甲１９１５番地

〃 森 寛 治 東温市上林甲１６８７番地

〃 菅 原 保 東温市上林甲２５６１番地１

〃 渡 部 隆 明 東温市上林甲７６番地

〃 八 木 理 成 東温市上林甲１３４０番地

〃 相 原 成 利 東温市上林甲１０３５番地

〃 山 内 昭 東温市上林甲１４２４番地

〃 菅 能 秀 明 東温市上林甲２２７５番地

〃 越 智 達 夫 東温市上林甲２８２３番地４

〃 森 栄 二 東温市上林甲２７０５番地

〃 森 洋 二 東温市上林甲２６８０番地

〃 森 敏 雄 東温市上林甲２８８６番地

〃 高須賀 靖 東温市上林甲３２３９番地２

〃 曽 根 集 治 東温市上林甲３０７７番地１

監 事 武 智 安 史 東温市上林甲１６８１番地

〃 森 明 也 東温市上林甲２７９８番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 佃 健一郎 東温市上林甲２１９５番地

〃 八 木 利 文 東温市上林甲１６０２番地１

〃 山 内 茂 東温市下林甲６６３番地１

〃 森 敏 明 東温市上林甲５２８番地

〃 山 内 数 延 東温市上林甲７００番地

〃 相 原 隆 利 東温市上林甲１０５２番地

〃 山 内 寛 朗 東温市上林甲１６７７番地

〃 山 内 浩 東温市上林甲１６８４番地２

〃 菅 原 隆 男 東温市上林甲２６１０番地１

〃 日 野 健 東温市上林甲１７８７番地１

〃 森 定 東温市上林甲２７７９番地

〃 森 泰 生 東温市上林甲２８６４番地

〃 森 浩 樹 東温市上林甲２９１８番地５

〃 渡 部 哲 男 東温市上林甲３０７３番地

愛 媛 県 報平成２８年５月２０日 第２７７４号
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�愛媛県告示第６０８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

東温市下林下土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

平成２８年５月２０日

愛媛県中予地方局長 藤 井 晃 一

就 任

退 任

�愛媛県告示第６０９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

東温市上村土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した

旨の届出があった。

平成２８年５月２０日

愛媛県中予地方局長 藤 井 晃 一

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第６１０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

東温市上村土地改良区から次のとおり役員が住所を変更した旨の届

出があった。

平成２８年５月２０日

愛媛県中予地方局長 藤 井 晃 一

〃 渡 部 慶 三 東温市上林甲３０９２番地

監 事 林 茂 樹 東温市上林甲３５１３番地２

〃 武 智 安 史 東温市上林甲１６８１番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 渡 部 和 男 東温市下林甲１７７６番地１

〃 植 杉 房 夫 東温市下林甲２４６６番地

〃 渡 部 良 吾 東温市下林甲２２６７番地８

〃 石 川 明 弘 東温市下林甲１６４７番地

〃 松 原 孝 征 東温市下林甲１４８９番地

〃 野 中 博 敬 東温市下林甲１８７９番地

〃 野 中 潤 一 東温市下林甲１９９９番地

〃 野 中 良 純 東温市下林甲２０２７番地５

〃 野 中 哲 也 東温市下林甲２０６８番地２

〃 高 橋 郁 典 東温市下林甲２３２０番地

〃 高 橋 茂 東温市下林甲２３４６番地１

〃 丹生谷 順 一 東温市下林甲２８０８番地

〃 大 森 政 明 東温市下林甲２８２２番地６

〃 渡 部 禎 之 東温市下林甲２６２２番地

〃 上 田 憲 東温市下林甲２７５１番地２

監 事 野 中 孝 三 東温市下林甲１９９４番地２

〃 野 中 智 東温市下林甲２８１８番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 津 川 義 明 東温市上村甲８９１番地

〃 高 市 正 志 東温市上村甲１８６番地

〃 野 首 喜�雄 東温市上村甲３９番地

〃 門 田 孝 明 東温市上村甲９５番地

〃 高 市 親 雄 東温市上村甲８６番地２

〃 石 丸 恒 雄 東温市上村甲１７６番地

〃 武 智 忠 能 東温市上村甲５０７番地２

〃 門 田 重 之 東温市上村甲６２５番地１

〃 岩 田 勝 東温市上村甲５８７番地

〃 高須賀 栄 司 東温市上村甲８５５番地３

〃 岡 田 文 明 東温市上村甲８２２番地

監 事 溝 田 隆 徳 東温市上村甲１６４番地

〃 永 野 通 東温市上村甲１０２番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 津 川 義 明 東温市上村甲８９１番地

〃 高 市 正 志 東温市上村甲１８６番地

〃 池 本 敏 幸 東温市上村甲４８８番地１

〃 由 井 猛 東温市上村甲３１２番地１

〃 � 市 明 治 東温市上村甲１５７番地１

〃 石 丸 良 彦 東温市上村甲１９７番地

〃 武 智 忠 能 東温市上村甲５０７番地２

〃 越 智 義 弘 東温市上村甲６３９番地１

〃 倉 瀬 文 和 東温市上村甲５８５番地２

〃 白 石 正 也 東温市上村甲８９５番地

〃 岡 田 文 明 東温市上村甲８２２番地

監 事 溝 田 隆 徳 東温市上村甲１６４番地

〃 永 野 通 東温市上村甲１０２番地

役員の
種 類 氏 名

住 所

変 更 前 変 更 後

理 事 武 智 忠 能 東温市上村５０７番地 東温市上村５０７番地２

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 森 忠 能 東温市下林甲１５８１番地

〃 渡 部 和 男 東温市下林甲１７７６番地１

〃 石 川 明 弘 東温市下林甲１６４７番地

〃 松 原 孝 征 東温市下林甲１４８９番地

〃 森 長 己 東温市下林甲１９２０番地２

〃 越 智 政 稔 東温市下林甲１９４６番地

〃 野 中 哲 也 東温市下林甲２０６８番地２

〃 青 森 猛 東温市下林甲２４４３番地

〃 高 橋 郁 典 東温市下林甲２３２０番地

〃 西 村 道 夫 東温市下林甲２３３４番地３

〃 丹生谷 順 一 東温市下林甲２８０８番地

〃 竹 村 秀 明 東温市下林甲２８６２番地

〃 竹 村 宗 春 東温市下林甲２６３１番地

〃 谷 松 勝 利 東温市下林甲２７５１番地２

〃 渡 部 良 吾 東温市下林甲２２６７番地８

監 事 野 中 勲 東温市下林甲２８６２番地３

〃 野 中 孝 三 東温市下林甲１９９４番地２

愛 媛 県 報平成２８年５月２０日 第２７７４号
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�愛媛県告示第６１３号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第８条第１項の規定に基づく特定施設の構造

等の変更の許可の申請があった。

なお、法第８条第３項において準用する法第５条第３項に規定す

る書面は、愛媛県八幡浜保健所及び八幡浜市役所において告示の日

から３週間公衆の縦覧に供する。

平成２８年５月２０日

愛媛県八幡浜保健所長 河 野 英 明

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

富士シリシア化学株式会社

愛知県春日井市高蔵寺町２丁目１８４６番地

代表取締役 柴田 孝次

２ 事業場の名称及び所在地

富士シリシア化学株式会社 愛媛工場

八幡浜市保内町川之石７番耕地１３１番地３

３ 特定施設の種類

水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第１８８号。）別表第１

第２７号 無機化学工業製品製造業の用に供する施設

イ ろ過施設

４ 変更しようとする事項の内容

排出水の汚染状態及び量の変更（排水口の統合）

５ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の

値並びに汚水等の１日当たりの量

①排水口�１

②排水口�２（廃止）

�愛媛県告示第６１１号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２８年５月２０日

愛媛県中予地方局長 藤 井 晃 一

�愛媛県告示第６１２号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２８年５月２０日

愛媛県中予地方局長 藤 井 晃 一

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２７中建管第３１９８号

平成２８年５月１１日

東温市河之内字北引岩乙８１５番２、乙８１５番５、乙８１５番６、乙８１５番４７、乙

８２５番１、乙８２５番１２

松山市北梅本町甲１８４番地

オオノ開發株式会社

代表取締役 大 野 照 旺

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２８中局建（開）第４号

平成２８年５月８日
伊予市上三谷字大替地甲１３４１番６

伊予市上三谷１３６１番地

山 村 卓 史

山 村 美 保

汚水等の汚

染状態の値

項 目 変 更 前 変更後（廃止）

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６
－

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 １０
－

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ６．０

最大 ６．０
－

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 １３
－

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 １５
－

汚水等の汚

染状態の値

項 目 変 更 前 変 更 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６．５

最大 ７．０

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．５

最大 １．０

通常 ０．６６

最大 １．１

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ０．６

最大 １．５

通常 ０．６９

最大 １．６

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５０

最大 １２０

通常 ４９

最大 １２０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 ２５

通常 １０

最大 ２５

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．５０

最大 １．０

通常 ０．４９

最大 ０．９９

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ３００．２

最大 ４００

通常 ３０５．２

最大 ４０５

備考：排水口�１及び排水口�２を統合する。

愛 媛 県 報平成２８年５月２０日 第２７７４号
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③排水口�３（変更後：排水口�２）
（排水口�３を排水口�２に名称変更する。）

�愛媛県告示第６１４号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により、次のように医師の指定をした。

平成２８年５月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．１０

最大 ０．５０
－

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ５

最大 ５
－

備考：排水口�１及び排水口�２を統合する。

診断する身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療 所 の 名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 指定年月日

心 臓 機 能 障 害 循環器内科 国立大学法人愛媛大
学医学部附属病院 青 野 潤 東温市志津川 平成

２８年５月１日

肢 体 不 自 由 リハビリテー
ション科 伊 予 病 院 宮 � 始 伊予市八倉９０６番地５ 平成

２８年５月１日

肢 体 不 自 由 整 形 外 科
独立行政法人地域機
能推進機構宇和島病
院

友 澤 翔 宇和島市賀古町２丁目１番３７号 平成
２８年５月１日

そ し ゃ く 機 能 障 害 内 科 社会医療法人石川記
念会ＨＩＴＯ病院 井 上 愛 四国中央市上分町７８８番地１ 平成

２８年５月１日

肢体不自由、心臓・じん臓・呼
吸器・ぼうこう又は直腸機能障
害

内 科 社会医療法人石川記
念会ＨＩＴＯ病院 京 樂 格 四国中央市上分町７８８番地１ 平成

２８年５月１日

心 臓 機 能 障 害 循環器内科 社会医療法人石川記
念会ＨＩＴＯ病院 山 � 宙 四国中央市上分町７８８番地１ 平成

２８年５月１日

音声、言語機能障害、肢体不自
由 脳神経外科 社会医療法人石川記

念会ＨＩＴＯ病院 倉 敷 佳 孝 四国中央市上分町７８８番地１ 平成
２８年５月１日

肢 体 不 自 由 整 形 外 科 社会医療法人石川記
念会ＨＩＴＯ病院 中 田 浩 史 四国中央市上分町７８８番地１ 平成

２８年５月１日

肢 体 不 自 由 整 形 外 科 社会福祉法人恩賜財
団済生会西条病院 津 田 貴 史 西条市朔日市字榎ヶ坪２６９番地１ 平成

２８年５月１日

肢 体 不 自 由 整 形 外 科 社会福祉法人恩賜財
団済生会西条病院 廣 松 崇 史 西条市朔日市字榎ヶ坪２６９番地１ 平成

２８年５月１日

視 覚 障 害 眼 科 市 立 宇 和 島 病 院 鳥 飼 智 彦 宇和島市御殿町１番１号 平成
２８年５月１日

ぼうこう又は直腸・小腸機能障
害 外 科 愛媛県立今治病院 白 井 信 今治市石井町４丁目５番５号 平成

２８年５月１日

心臓・じん臓・呼吸器・肝臓機
能障害 内 科 西予市立西予市民病

院 志 賀 和 子 西予市宇和町永長１４７番地１ 平成
２８年５月１日

肢体不自由、心臓・じん臓・呼
吸器・小腸・肝臓機能障害 内 科 西予市立西予市民病

院 小 黒 邦 彦 西予市宇和町永長１４７番地１ 平成
２８年５月１日

ぼうこう又は直腸・小腸機能障
害 外 科 住 友 別 子 病 院 赤 本 伸太郎 新居浜市王子町３番１号 平成

２８年５月１日

肢 体 不 自 由 整 形 外 科 住 友 別 子 病 院 田 中 孝 明 新居浜市王子町３番１号 平成
２８年５月１日

肢体不自由、呼吸器・ヒト免疫
不全ウイルスによる免疫機能障
害

小 児 科 国立大学法人愛媛大
学医学部附属病院 越 智 史 博 東温市志津川 平成

２８年５月１日

聴覚・平衡・音声、言語・そし
ゃく機能障害

耳鼻いんこう
科

国立大学法人愛媛大
学医学部附属病院 三 谷 壮 平 東温市志津川 平成

２８年５月１日

肢体不自由、心臓・じん臓・ぼ
うこう又は直腸機能障害 外 科

独立行政法人労働者
健康安全機構愛媛労
災病院

村 上 雅 憲 新居浜市南小松原町１３番２７号 平成
２８年５月１日

肢 体 不 自 由 小 児 科 国立大学法人愛媛大
学医学部附属病院 城賀本 敏 宏 東温市志津川 平成

２８年５月１日

愛 媛 県 報平成２８年５月２０日 第２７７４号
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監査委員告示

�愛媛県監査委員告示第１号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の３２第１項の規定に

よる協議が調ったので、同条第２項の規定に基づき次のとおり告示

する。

平成２８年５月２０日

愛媛県監査委員 山之内 芳 夫

同 毛 利 修 三

同 黒 川 洋 介

同 岡 田 清 隆

�愛媛県告示第６１５号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により指定した医師が、次のように所在地を変更した。

平成２８年５月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第６１６号
身体障害者福祉法施行令（昭和２５年政令第７８号）第３条第２項の規定により、次のように指定医師の辞退の届出があった。

平成２８年５月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

医 師 氏 名
旧 所 在 地 新 所 在 地

変 更
年月日病院又は診療所の名称 同 左 所 在 地 病院又は診療所の名称 同 左 所 在 地

小 幡 善 保 市 立 宇 和 島 病 院 宇和島市御殿町１－１ 市 立 大 洲 病 院 大洲市西大洲甲５７０番地 平成２８年
４月１日

山 下 貢 二 愛 媛 県 立 今 治 病 院 今治市石井町４丁目５番５号 一般財団法人積善会愛媛十全
医療学院附属病院 東温市南方５６１番地 平成２８年

４月１日

廣 瀬 純 成 愛 媛 県 立 今 治 病 院 今治市石井町４丁目５番５号 医療法人陽成会広瀬クリニッ
ク 今治市拝志３－１ 平成２８年

４月１日

寺 岡 正 人 市 立 宇 和 島 病 院 宇和島市御殿町１－１ 国立大学法人愛媛大学医学部
附属病院 東温市志津川 平成２８年

４月１日

竹 本 幸 司 住 友 別 子 病 院 新居浜市王子町３－１ 国立大学法人愛媛大学医学部
附属病院 東温市志津川 平成２８年

４月１日

岡 本 健太郎 市 立 宇 和 島 病 院 宇和島市御殿町１－１ 国立大学法人愛媛大学医学部
附属病院 東温市志津川 平成２８年

４月１日

武 智 和 子 市 立 宇 和 病 院 西予市宇和町卯之町１－２４６ 西 予 市 立 西 予 市 民 病 院 西予市宇和町永長１４７番地１ 平成２８年
４月１日

寺 野 友 美 西 予 市 立 西 予 市 民 病 院 西予市宇和町永長１４７番地１ 愛 南 町 国 保 一 本 松 病 院 南宇和郡愛南町一本松５０５６番
地２

平成２８年
４月１日

診断した身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療 所 の 名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 届出年月日

肝 臓 機 能 障 害 内 科 公立学校共済組合四
国中央病院 藤 川 晴 信 四国中央市川之江町２２３３番地 平成

２８年４月１日

肢 体 不 自 由 整 形 外 科 公立学校共済組合四
国中央病院 後 藤 仁 四国中央市川之江町２２３３番地 平成

２８年４月１日

視 覚 障 害 眼 科 市 立 宇 和 島 病 院 西 谷 元 宏 宇和島市御殿町１番１号 平成
２８年４月７日

音声、言語、肢体不自由、心臓・
じん臓・呼吸器・ぼうこう又は
直腸・小腸・ヒト免疫不全ウイ
ルスによる免疫機能障害

内 科 愛南町国保一本松病
院 岸 田 正 人 南宇和郡愛南町一本松５０５６番地２ 平成

２８年４月１２日

肢体不自由、心臓・じん臓・呼
吸器機能障害 小 児 科 市 立 宇 和 島 病 院 千 坂 俊 行 宇和島市御殿町１番１号 平成

２８年４月１３日

肢体不自由、心臓・ぼうこう又
は直腸機能障害 外 科

独立行政法人労働者
健康安全機構愛媛労
災病院

池 田 宜 孝 新居浜市南小松原町１３番２７号 平成
２８年４月２１日

肢 体 不 自 由 整 形 外 科
独立行政法人労働者
健康安全機構愛媛労
災病院

松 木 佑 太 新居浜市南小松原町１３番２７号 平成
２８年４月２１日

視 覚 障 害 眼 科 市 立 野 村 病 院 兵 頭 靖 秋 西予市野村町大字野村９－５３ 平成
２８年４月２７日

包括外部監査人大西聰一 の 監 査 の

事 務 を 補 助 す る 者

監 査 の 事 務 を

補 助 で き る 期 間氏 名 住 所

石 川 千 晶 香川県高松市錦町二丁目４番
２５－９０１号

平成２８年５月２０日から
平成２９年３月３１日まで

愛 媛 県 報平成２８年５月２０日 第２７７４号
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教育委員会公告

人事委員会規則

�公 告

平成２９年度愛媛県公立学校教員採用選考試験の実施について

教育公務員特例法（昭和２４年法律第１号）第１１条の規定により、

平成２９年度愛媛県公立学校教員採用選考試験を次の要領で実施する。

平成２８年５月２０日

愛媛県教育委員会

教育長 井 上 正

１ 第１次選考試験の区分、期日及び場所

区 分 期 日 場 所

小学校教員 平成２８年７月２１日（木）
から２４日（日）まで

松山市立城西中学校
（松山市竹原三丁目１９
番３５号）
松山市立勝山中学校
（松山市清水町三丁目
１４８番地２）

中学校教員（各教
科）

平成２８年７月２１日（木）
から２４日（日）まで

松山市立勝山中学校
（松山市清水町三丁目
１４８番地２）

高等学校教員（各
教科〔科目〕）

平成２８年７月２１日（木）
から２４日（日）まで

松山北高等学校
（松山市文京町４番地
１）

特別支援学校教員

養護教員 平成２８年７月２１日（木）
から２４日（日）まで

松山市立勝山中学校
（松山市清水町三丁目
１４８番地２）

栄養教員 平成２８年７月２１日（木）
から２４日（日）まで

松山市立勝山中学校
（松山市清水町三丁目
１４８番地２）

注１ 区分間の併願は、認めない。

２ 場所等を変更することがある。

２ 第２次選考試験

第２次選考試験の詳細は、第１次選考試験に合格した者に通知

する。

３ 受験申込受付期間

平成２８年５月２３日（月）から６月８日（水）まで

４ 受験資格

次の各号のいずれにも該当する者とする。

� 試験の区分に相当する教員普通免許状を有する者又は平成２９

年３月３１日までにこの免許状を取得する見込みの者で大学等で

証明が得られるもの

� 昭和５２年４月２日以降に出生した者（本県の国公立学校（学

校教育法（昭和２２年法律第２６号）第２条第２項に規定する国立

学校又は公立学校をいう。以下同じ。）で３年以上の教職経験

（期限付任用又は臨時的任用である期間及び休職、育児休業等

の期間を除く。）を有する者が、当該教職経験に係る試験区分

を受験する場合で、教職経験者特別選考を申請するときにあっ

ては、昭和４２年４月２日以降に出生した者）

なお、他の都道府県で国公立学校の教員として勤務している

者（期限付任用又は臨時的任用である者を除く。）及び栄養教

員の試験区分を志願する者で公立義務教育諸学校の学級編制及

び教職員定数の標準に関する法律（昭和３３年法律第１１６号）第

２条第１項に規定する義務教育諸学校の学校栄養職員として本

県で勤務しているもの（期限付任用又は臨時的任用である者を

除く。）については、年齢を制限しない。

また、小学校教員又は中学校教員の試験区分を志願する者で、

平成２８年４月１日から同年６月８日までの間に愛媛県教育委員

会又は本県内の市町教育委員会が、１日以上の任期を定めて、

期限付又は臨時的に任用した職員（講師、学習支援員、教育相

談員等、児童生徒の教育に関わる職員に限る。以下「講師等」

という。）で、かつ、平成２５年４月１日から平成２８年３月３１日

までの間に通算して２４月以上の講師等の勤務経験を有するもの

については、昭和４２年４月２日以降に出生した者とする。

� 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第１６条各号及び学校

教育法第９条各号のいずれにも該当しない者

５ 受験申込手続及び試験方法

平成２９年度愛媛県公立学校教員採用選考試験志願要項（以下

「志願要項」という。）を参照すること。

６ 志願要項及び出願関係用紙の入手方法

愛媛県のホームページからダウンロードし、印刷すること。

なお、上記によることができない場合には、下記まで問い合わ

せること。

＜問合先＞

志 願 種 別 宛 先

小学校教員志願者 〒７９０―８５７０
松山市一番町四丁目４番地２
愛媛県教育委員会事務局指導部義務教育課
電話（０８９）９１２―２９４２

中学校教員志願者

高等学校教員志願者 〒７９０―８５７０
松山市一番町四丁目４番地２
愛媛県教育委員会事務局指導部高校教育課
電話（０８９）９１２―２９５２

特別支援学校教員志願者

養護教員志願者 〒７９０―８５７０
松山市一番町四丁目４番地２
愛媛県教育委員会事務局指導部義務教育課
電話（０８９）９１２―２９４２

栄養教員志願者

�愛媛県人事委員会規則７－１１７６
職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２８年５月２０日

愛媛県人事委員会委員長 宇都宮 嘉 忠

職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則

職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則（愛媛県人事委員会規則７－４３）の一部を次のように改正する。

宮 本 豪 愛媛県東温市野田一丁目７番
地７

平成２８年５月２０日から
平成２９年３月３１日まで

勝 丸 充 啓 東京都中央区月島一丁目８番
１－２３０３号

平成２８年５月２０日から
平成２９年３月３１日まで

愛 媛 県 報平成２８年５月２０日 第２７７４号

４２０



雑 報

�公 告

環境影響評価書について

環境影響評価法（平成９年６月１３日法律第８１号）第２１条第２項の

規定により、次の対象事業に係る環境影響評価書（以下「評価書」

という。）及びその要約書を作成したので、同法第２７条の規定によ

り、次のとおり公告する。

平成２８年５月２０日

大和エネルギー株式会社

代表取締役社長 濱 �
１ 事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

� 事業者の名称 大和エネルギー株式会社

� 代表者の氏名 代表取締役社長 濱 �
� 主たる事務所の所在地

大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋一丁目１番４３号あべのハルカ

ス３３階

２ 対象事業の名称、種類及び規模

� 名称 （仮称）西予風力発電事業

� 種類 風力発電所の設置の工事の事業

� 規模 総出力 １６，０００ｋＷ（２，０００ｋＷ×８基）

３ 対象事業が実施されるべき区域

愛媛県西予市宇和町野田地区、山田地区、明浜町俵津地区、狩

浜地区

４ 関係地域の範囲

西予市

５ 評価書及び要約書の縦覧の場所、期間及び時間

� 縦覧場所

西予市役所、西予市明浜支所、西予市三瓶支所、愛媛県庁、

大和エネルギー株式会社

� 縦覧期間

平成２８年５月２０日から平成２８年６月２０日まで

（土曜日、日曜日及び「国民の祝日に関する法律」に規定す

る休日及び閉庁日は除く。）

� 縦覧時間 ９時から１７時まで

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

改 正 後 改 正 前

別表第２２（第７条、第１４条、第１５条関係）

修 学 年 数 調 整 表

別表第２２（第７条、第１４条、第１５条関係）

修 学 年 数 調 整 表

省略 省略

備考

１～３ 省略

４ 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯

学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程（修

業年限４年のものに限る。）を修了した者に対するこの表

の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分

に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ１年

を加えた年数をもつて、この表の修学年数欄の年数及び調

整年数とする。

５ 省略

備考

１～３ 省略

４ 学校教育法による大学院博士課程のうち医学又は 歯

学に関する課程

を修了した者に対するこの表

の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分

に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ１年

を加えた年数をもつて、この表の修学年数欄の年数及び調

整年数とする。

５ 省略

平成２８年５月２０日 発行
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